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研究成果の概要（和文）：海外調査を含めた研究の結果、以下の知見を得た。(1)欧州の諸都市は「持続可能な都市」
を実現するために、従来の行政単位に把われない「都市圏」の創出を目指している。(2)そのアクターとして行政機関
と企業、市民団体があるが、相互の結びつきは機能的で、対等の関係をもつことが志向されている。(3)都市圏の活動
が成果を上げるためには、従来の諸制度や政党配置よりも、行政体や企業のアクターの革新的なリーダーシップが重要
である。（４）州やリージョンなどの広域行政体の再編は、より小規模な自治体の個別政策分野での連携によって先取
りされる場合が多い。(5)都市内分権は連邦国家よりもリージョン国家でより進む傾向がある。

研究成果の概要（英文）：As a result of our studies, we have the following knowledge and conclusions. 
(1) Some European big cities are building city-regions in order to realize "sustainable cities" over the e
xisting framework of the local and regional government. (2) Their actors, local and regional governments, 
privat companies and citizens' associations have a mutual relations which are functional as well as practi
cal and have a parity principle. (3) The most important factor for the city-regions to get a good achievem
ent is a few excellent actors' innovative leadership, rather than the political and administrative institu
tions and the constellation of the political parties. 
(4) Reorganization of the upper tiers like the states of the federation is often anticipated by the lower 
tiers' adminisrative alliance in the field of the latters' individual, concrete policies. (5) Decentraliza
tion process of the big cities tends to go forward more in the regional states than the federal states.
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１．研究開始当初の背景 
ヨーロッパ諸国では広域行政体としての

地域（州や地域圏など）への分権化の動きが
進んでおり、その際、地域の中核となる都市
の政治的、経済的、社会的な役割が、EU 文
書などでも示されている通り、改めて注目さ
れている。わが国の道州制導入とそこでの都
市のあり方をめぐる論議ともあわせ、ヨーロ
ッパ諸国の大都市の比較研究が、政治学、行
政学、地域研究の重要な研究テーマとなって
いる。 
 
２．研究の目的 
上記の状況を背景として、ヨーロッパ諸国

の大都市における、国、地域および都市自身
の都市政策を明らかにし、同時にそれらの政
策が、分権改革時代における国・地域・基礎
自治体の政府間関係にどのような影響を与
え、いかなる変化をもたらしているかを調
査・分析することが、本研究の目的である。 
 
３．研究の方法 
 分析の対象国を、フランス、スペイン、イ
タリア、ドイツ、オランダ、ベルギー、スペ
イン、イギリスとし、各国の都市政策にかか
わる国、地域、都市の制度、政策決定の方式、
それらを担うアクターにつき、先行研究の分
析・整理を行うとともに、そこから得た仮説
を基にして、文献収集、関係者インタヴュー
などの現地調査を行う。また各国の現地研究
者との間で、シンポジウムや研究会などの開
催を通じて研究交流を行い、研究対象への認
識を深める。 
 
４．研究成果 
 海外調査を含む研究の結果、以下の知見と
結論を得た。 
（１） ヨーロッパ諸国における地域の中核

都市は、経済成長、社会的結束と環
境改善を両立させる「持続可能な都
市」の実現を目指すために、従来の
行政の単位や境界に把われない大都
市圏(metropolregion)の創出を目指
している。大都市圏は領域団体では
なく、従って、この組織への行政権
限の再配分は行われていず、また全
体を統括する恒常的な立法機関や議
決機関は存在しない。大都市圏はと
りわけ経済的な発展を重視した、機
能的、重合的な組織体だといえる。
それらの点は比較調査の対象となっ
た諸国でほぼ共通しているが、フラ
ンスでは 2014 年の「メトロポール設
置法」で法人格を有し議会をもつ大
都市圏の設置が規定された。今後そ
のあり方が検討されなければならな
い。またイタリアでは、2001 年の憲
法改正で、大都市圏が国を構成する
地方自治体の一つとして明記された
が、今回のフィレンツェ市を対象と

する調査では、都市形態・経営の新
たな進展は認められず、イタリアで
は大都市圏の発展は、他国と比較す
ると相対的に遅れている。 

（２） 大都市圏のアクターとしては、既存
の行政機関、準公共機関、私企業と
その地域団体、および NPO などの市
民社会団体があるが、その相互の結
びつきは、上記の大都市圏の性格を
体現した機能的、実務的なものであ
り、またそれらの組織は対等のパー
トナーシップをもち、あるいはそれ
を志向している。これは、近年ヨー
ロッパで進んでいる国内的、国際的
な都市間交流においても妥当するこ
とであり、大都市圏はそれらのネッ
トワークにおけるハブの役割を果た
している。 

（３） これらの組織によって構成される大
都市のガバナンスは、相互の協力を
通した地域計画や政策目標の提示、
アドホックな執行機関の設置とこれ
による事業の実施を通じて構築され
るが、総じて、その協働の形態は緩
やかであり、対立もまた見受けられ
る。中・北欧圏のドイツ、オランダ、
スウェーデンでは、都市ないし自治
体のオートノミーが強く、大都市圏
のガバナンスは、中核都市がイニシ
アティブをとることが多い。従って、
民間企業や市民社会団体との結びつ
きがやや希薄になることがある。他
方、南欧のフランス、スペイン、イ
タリアでは、大都市圏はより上位の
広域自治体（リジョンと自治州）と
の政治的なバーゲニングの中で、ガ
バナンスの性格が規定される傾向が
ある。イギリスの場合は、デヴォル
ーション後のスコットランドの自治
体は、イングランドのそれよりもオ
ートノミーが強くなり、都市圏では
パブリック・プライベート・パート
ナーシップは、イングランドの場合
よりも弱いといえる。 

（４） 大都市圏内の個々の政策分野では、
政策の実施において一種の「棲み分
け」があり、経済、交通、情報、科
学技術、環境、観光・リクリエーシ
ョンの諸施策では、大都市圏あるい
はさらにそれを超えた地域が対象に
なるが、社会サービスの提供や移民
政策などの社会的結束政策では、個
別の都市、自治体が主体となり、そ
の領域を対象とした施策を行う場合
が多い。従って、ガバナンスのあり
方は、それぞれの分野で構成体間の
対立を含めて多様であり、規範的で
一義的な「よきガバナンス」をとる
ことはできない。 

（５） 大都市圏が政策上の成果を上げ、ま



た諸組織で構成されるガバナンスが
有効に機能するためには、政治的、
行政的な制度や政党配置のあり方よ
りも、諸組織内の少数の指導者の革
新的なリーダーシップが、しばしば
重要な役割を演じる。これは、行政
機関や伝統的な政党が従来の活動方
式に捉われがちだからであるが、ヨ
ーロッパに多い地域的に特化した政
党（特にスペインやイタリア）や、
都市住民で作る「選挙共同体」（特に
ドイツやオランダ）が上記の役割を
担うこともある。少数者の革新的な
リーダーシップが重要であることは、
日本の先進的な地域づくりや町おこ
しなどでもみられることであり、今
後の比較研究の対象になりうると考
えられる。 

（６） 州や地域圏などの広域行政体の再編
は、より小規模な基礎自治体の個別
政策分野での連携によって先取りさ
れる場合が見受けられる。これはド
イツやフランスの大都市圏での近隣
交通政策、地域政策や、オランダの
周辺緑化政策などで顕著である。 

（７） 大都市内の分権政策は、連邦制国家
よりも、単一制国家であるリージョ
ン国家においてより進む傾向がある。
これは、連邦州が強い力をもつため
に下位の行政体への権限移譲に消極
的だからであり、そのことは、わが
国の大都市制、道州制を議論する際
にも留意すべき点である。 

（８） EU は都市政策の理念やガイドライン
を関係部署の文書や会議などで示す
が、基本的には都市政策上の権限を
各加盟国に委ねており、構造基金や
結束資金を通して間接的かつ象徴的
に大都市プロジェクトへの財政的支
援を行うにとどまる。しかし大都市
圏側では、ヨーロッパの大都市圏ネ
ットワークであるMETREXを通じてヨ
ーロッパ政策への志向が強く、また
広域自治体を通じてEUでの発言力を
確保することも試みられている。EU
側も「欧州 2020」の改訂を経て、都
市政策への漸次的見直しを行ってお
り、今後の両者の関係を注視する必
要がある。 

（９） 以上の研究から、ヨーロッパ都市政
策研究の大きな足がかりが得られた
ので、今後は、第 30 次地方制度調査
会の答申で示されたように、わが国
でも活発化するだろう大都市問題を
めぐる議論とも関連させ、また可能
ならばアジアの諸都市（たとえば韓
国ソウル市）にも視野を広げながら、
研究を進めていく所存である。 
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